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⋯
　

平
成
20
年
度
補
正
予
算
　

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

○
一
般
会
計
︵
第
２
号
︶

◎
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
︵
第
１
号
︶

◎
老
人
保
健
特
別
会
計
︵
第
１
号
︶

⋯
　

条
例
の
廃
止
　

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

◎
ミ
ニ
・
キ
ャ
ン
プ
場
条
例

⋯
　

条
例
の
制
定
　

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

◎
青
少
年
野
外
活
動
ひ
ろ
ば
条
例

⋯
　

条
例
の
一
部
改
正
　

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

○
税
条
例

◎
都
市
計
画
税
条
例

◎
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
の
支
給
に
関
す

る
条
例
及
び
重
度
心
身
障
害
児
︵
者
︶
医

療
費
の
支
給
に
関
す
る
条
例

◎
乳
幼
児
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
条
例

◎
監
査
委
員
に
関
す
る
条
例

⋯
　

そ
の
他
　

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

◎
埼
玉
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
規
約
変
更

◎
福
岡
中
央
公
園
拡
張
整
備
工
事
︵
土
木
︶

請
負
契
約
の
締
結

◎
道
路
線
の
廃
止
︵
１
件
︶
、
変
更
︵
１
件
︶
、

認
定
︵
２
件
︶
　
　
　
　
　
　

◎
専
決
処
分
の
承
認
︵
６
件
︶
　
　
　
　
　
　

○
専
決
処
分
の
承
認
︵
２
件
︶　
以
上
、
可
決

⋯
　

動
議
　

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

・
大
井
プ
ー
ル
事
故
の
調
査
に
関
す
る

否
決

⋯
　

意
見
書
　

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

○
長
寿
医
療
制
度
を
利
用
者
の
立
場
か
ら
総

点
検
を
行
い
運
用
の
改
善
と
減
免
措
置
を

求
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
可
決

・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
廃
止
を
求
め
る

・
医
師
不
足
の
解
消
と
救
急
医
療
体
制
の
充

実
を
求
め
る

・
生
活
保
護
受
給
者
の
通
院
移
送
費
削
減
の

撤
回
を
求
め
る

・
介
護
保
険
料
の
緩
和
策
の
継
続
な
ど
を
求

め
る

・
食
料
自
給
率
を
高
め
﹁
農
業
再
生
﹂
を
求

め
る

・
地
球
温
暖
化
対
策
を
求
め
る

以
上
、
否
決

　
◎
全
員
賛
成
　
○
賛
成
多
数

提
出
議
案
と

審
議
結
果

問
　
国
民
皆
保
険
制
度
維
持
の
た

め
に
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が

で
き
た
。
今
後
の
施
策
は
。

答
　
増
加
す
る
医
療
費
の
現
状
を

踏
ま
え
て
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
制
度

で
は
、
支
援
金
は
約
一
二
億
八
、
〇

〇
〇
万
円
。
制
度
を
戻
せ
ば
老
人

保
健
の
拠
出
金
は
約
一
七
億
五
、

〇
〇
〇
万
円
と
な
り
、
市
の
負
担

が
約
四
億
七
、
〇
〇
〇
万
円
増
加

し
ま
す
。
国
民
皆
保
険
制
度
が
な

け
れ
ば
、
全
額
医
療
費
を
負
担
し

ま
す
の
で
、
か
え
っ
て
受
診
を
控

公
明
党

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
今
後
の
施
策
は

自
民
ク
ラ
ブ
・
公
明
党
・
正
翔
会

天
引
き
で
納
税
者
の
利
便

性
が
図
れ
る

　
こ
の
改
正
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
を
促
進

す
る
た
め
、
税
控
除
の
寄
附
金
額
を
五
、

〇
〇
〇
円
以
上
に
し
た
。
当
市
で
は
条
件

整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
個
人

住
民
税
を
公
的
年
金
か
ら
天
引
き
す
る
こ

と
に
な
り
、
納
税
者
の
利
便
性
を
図
る
こ

と
に
な
る
。

日
本
共
産
党

最
低
限
度
の
生
活
を
維
持

で
き
な
い

　
こ
の
改
正
は
、
来
年
十
月
か
ら
個
人
住

民
税
が
本
人
の
合
意
な
く
公
的
年
金
か
ら

天
引
き
さ
れ
る
。
こ
の
間
、
年
金
か
ら
介

護
保
険
料
、
国
保
税
な
ど
が
天
引
き
に
な

り
、
残
っ
た
年
金
で
生
活
す
る
こ
と
は
、

憲
法
第
二
十
五
条
の
﹁
最
低
限
度
の
生
活
﹂

を
維
持
で
き
な
く
な
る
た
め
問
題
だ
。

　平成21年度課税分から適用される「ふるさと

納税制度」に向けて、個人住民税の寄附金税制の

見直しを行なったことと、平成21年10月から

導入する個人住民税を公的年金から特別徴収す

るための条例整備が、主な改正内容です。

え
て
し
ま
い
ま
す
。
国
保
財
政
の

健
全
化
を
図
る
と
と
も
に
、
国
や

県
に
国
保
財
源
確
保
の
要
望
を
し

て
い
き
ま
す
。

問
　
財
政
健
全
化
法
が
整
備
さ

れ
、
健
全
化
判
断
比
率
が
悪
化
す

る
と
、
財
政
健
全
化
計
画
を
立
て

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
影
響

は
。

答
　
議
会
や
監
査
の
監
視
の
も
と
、

財
政
の
悪
化
状
況
を
早
い
段
階
で

把
握
し
、
改
善
へ
の
着
手
が
行
な

え
る
制
度
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

今
の
段
階
で
は
、
当
市
の
ど
の
指

標
も
安
全
圏
と
な
っ
て
い
ま
す
。

問
　
ふ
る
さ
と
納
税
の
影
響
は
。

答
　
寄
附
を
し
た
金
額
か
ら
五
、

〇
〇
〇
円
を
引
い
た
金
額
が
住
民

税
等
か
ら
控
除
と
な
り
、
寄
附
が

し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。
市
と
し

て
も
魅
力
あ
る
政
策
を
掲
げ
、
募

集
を
し
て
い
き
ま
す
。

　 賛 成 多 数 で 可 決 　

討　論 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


